社会福祉法人西条市社会福祉協議会

臨時職員賃金規則
第１章　賃　金
（目的）

第１条　臨時・嘱託職員等就業規則第34条の規定により、臨時職員の賃金は、本賃金規則の定めるところによる。
（給与の種類）

第２条　賃金の種類は、次のとおりとする。
　（１）　基本給
　（２）　通勤手当

　（３）　資格手当
　（４）　割増賃金（時間外、休日勤務割増賃金）
（５）　期末手当
（６）　扶養手当

（７）　住居手当

（８）　介護職員処遇改善加算に基づく一時金

（９）　介護職員等特定処遇改善加算に基づく一時金
（10）　介護職員処遇改善支援補助金に基づく手当
（11）　福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に基づく手当
（基本給）

第３条　賃金の支払形態は、ノーワーク・ノーペイを原則とする。
２　基本給は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって、前条の各種手当を除いたものとする。
３　基本給表は、別表第1に掲げるとおりとし、基本給の月額は、基本給表に定めるところによる。ただし、基本給表は、年度ごとに見直しするものとする。
４　新たに基本給表の適用を受ける職員となった者の基本給の月額は、その者の学歴、経験、業務内容等により会長が決定する。

（通勤手当）
第４条　通勤手当は、次に掲げる職員に次の額を支給する。ただし、距離が片道2キロメートル未満である職員は除く。
 （１）　通勤のために、運賃を負担して交通機関を利用する職員は、次の額とする。

　　（イ）　その利用区間の1か月の定期券の価格。ただし、その額が55,000円を超えるときは、その額から55,000円を差し引いた額の2分の1（その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円）を55,000円に加算した額（1円未満の端数は切り捨てる。）

 （２）　通勤のため自動車等の交通の用具を使用する職員は、次の月額とする。

（イ）　自動車等を使用する距離が片道5キロメートル未満の場合は　　 2,000円
（ロ）　自動車等を使用する距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の

場合は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,200円

（ハ）　自動車等を使用する距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未の

場合は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,100円

（ニ）　自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未の

　　　場合は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000円

（ホ）　自動車等を使用する距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未の

　　　場合は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,900円

（ヘ）　自動車等を使用する距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未の

　　　場合は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,800円

（ト）　自動車等を使用する距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未の

　　　場合は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,700円

（チ）　自動車等を使用する距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未の

　　　場合は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,600円

（リ）　自動車等を使用する距離が片道40キロメートル以上の場合は　24,400円

　 （３）　通勤のため運賃を負担して交通機関を利用し、かつ自動車等を使用する職員は、次の額とする。

　　　（イ）　自動車等を使用する距離が片道２キロメートル以上の場合は、１か月の運賃額に第２号の金額を加えた額。ただし、その金額が55,000円を超えるときは、その額と55,000円との差額の2分の1（差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円）を55,000円に加算した額。

　　　（ロ）　自動車等を使用する距離が片道２キロメートル未満で、1か月の運賃額が2,000円以上のときは第1号に掲げる額。

　　　（ハ）　自動車等を使用する距離が片道２キロメートル未満で、1か月の運賃額が2,000円未満のときは第２号に掲げる額。

（通勤手当に係る届出）
第５条　新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、通勤届に通勤方法、運賃の額を証明する文書等を添付して会長に届け出なければならない。住居、通勤経路、若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための負担する運賃の額に変更があった場合も同様とする。

（通勤手当を支給できない場合）
第６条　通勤手当を受けている職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により、月の１日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当は支給することができない。

（通勤手当の支給の始期及び終期）

第７条　通勤手当は、届出の日の属する賃金締切期間の次の賃金締切期間から受給資格の喪失の日の属する賃金締切期間まで支給する。

２　通勤手当は、職員就業規則第９条の規定による休職中の者については、休職となった日の属する賃金締切期間の次の賃金締切期間から復職した日の属する賃金締切期間の直前の賃金締切期間まで支給しない。

３　通勤手当は、賃金の支給日に支給する。

（事後の確認）

第８条　会長は、現に通勤手当を受けている職員についてその者が第４条の職員たる要件を具備するかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査するなどの方法により、随時確認するものとする。

（資格手当）

第９条　職員が、その有する資格をもって業務に従事するときは、資格手当を支給する。

２　資格手当の対象となる資格は、別表第２のとおりとする。

３　資格手当は、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって出張した場合又は勤務しなかった場合は、支給しない。

４　資格手当は、賃金の支給日に支給する。

５　資格手当の額は、別表第２のとおりとする。

（日直手当）
第10条　職員が正規の勤務時間外又は休日に日直を命ぜられたときは、第11条、第12条の規定にかかわらず、予算の範囲内で定める額を支給する。

２　日直手当の額は、別表第３のとおりとする。

（扶養手当）
第11条　扶養手当は、扶養親族（他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者）のある職員に対して支給する。

２　前項の扶養親族は、次のとおりとする。
（１）　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ）
（２）　22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

（３）　60歳以上の父母及び祖父母
（４）　22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

（５）　重度の心身障害者

（扶養手当の額）
第12条　扶養手当の月額は、次のとおりとする。

（１）　前条第2項第1号に掲げる扶養親族（配偶者）については10,000円。

（２）　前条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族（次条において「扶養親族
る子、父母等」という。）については１人につき子8,000円、父母等6,500円（職

員に配偶者がない場合にあっては、そのうち１人については子10,000円、父母等
は9,000円）とする。

（３）　扶養親族たる子のうち15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間（以下「特定期間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

（扶養親族の届出）

第13条　新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨（新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第１号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。）を扶養親族届に住民票等を添えて会長に届け出なければならない。
（１）　新たに扶養親族たる用件を具備するに至った者がある場合。
（２）　扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合。（第4条第2項第2号または第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。）
（３）　扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合。（前号に該当する場合を除く。）
（４）　扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合。（第1号に該当する場合を除く。）

（扶養手当の支給の開始及び終了）

第14条　扶養手当は、届出の日の属する賃金締切期間の次の賃金締切期間から受給資格の喪失の日の属する賃金締切期間まで支給する。

２　扶養手当は、職員が労働しなかった場合においても支給する。ただし、賃金締切期間の全部を労働しなかった者には支給しない。また、職員就業規則第９条の規定による休職中の者については、休職となった日の属する賃金締切期間の次の賃金締切期間から復職した日の属する賃金締切期間の直前の賃金締切期間まで支給しない。

３　扶養手当は、賃金の支給日に支給する。

（住居手当）
第15条　住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

（１）　自ら居住するための住宅（貸間を含む。）を借り受け、月額12,000円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員。

２　住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

　（１）　前項第1号に掲げる職員　　次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額（その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に相当する額。

　　　　（イ）　月額23,000円以下の家賃を払っている職員　　家賃の月額から12,000円を控除した額

（ロ）　月額23,000円を超える家賃を支払っている職員　家賃の月額から23,000
円を控除した額の2分の1（その控除した額の2分の1が16,000円を超え
るときは16,000円）を11,000円に加算した額。

（住居手当に係る届出）

第16条　新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、住居届に賃貸借契約書、家賃支払証明書その他の要件を具備していることを証明する書類を添付して、会長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

（住居手当の支給の始期及び終期）

第17条　住居手当は、届出の日の属する賃金締切期間の次の賃金締切期間から受給資格の喪失の日の属する賃金締切期間まで支給する。

２　住居手当は、職員が労働しなかった場合においても支給する。ただし、賃金締切期間の全部を労働しなかった者には支給しない。また、就業規則第９条の規程による休職中の者については、休職となった日の属する賃金締切期間の次の賃金締切期間から復職した日の属する賃金締切期間の直前の賃金締切期間まで支給しない。

３　住居手当は、賃金の支給日に支給する。

（時間外勤務割増賃金）
第18条　正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員は、正規の勤務時間を超えて勤務した全ての時間に対して、勤務時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間あたりの賃金に、正規の勤務時間を超えて勤務した次号の区分に応じてそれぞれ定める割合（その勤務時間が午後10時から午前５時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務割増賃金として支給する。
（1） 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務
　　（イ）1か月の時間外勤務が60時間以下


100分の125

　　（ロ）1か月の時間外勤務が60時間越


100分の150

　 （２）　前号に掲げる勤務以外の勤務



100分の135
（休日勤務割増賃金）
第19条　休日において正規の勤務時間中に勤務した全ての時間に対して、勤務時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間あたりの給与額の100分の135を休日勤務割増賃金として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務割増賃金は支給しない。

（勤務１時間あたりの賃金の算出）
第20条　勤務１時間あたりの賃金は、基本給月額及び業務手当、資格手当、日直手当(毎月支給者のみ)を含んだ月額金額に12を乗じ、その額を１週間の勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間数を減じたもので除して得た額（以下「1時間当りの賃金額」という。）とする。

２　前項において、当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数は四捨五入するものとする。

（時間外勤務割増賃金等の支給）
第21条　時間外勤務割増賃金及び休日勤務割増賃金は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。

（賃金の計算期間）

第22条　賃金の計算期間は、月の初めから末日までとし、月１回支払うものとする。
（賃金の支給)

第23条　新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給等により賃金に異動を生じた者は、その日から新たに定められた賃金を支給する。
２　職員が離職したときは、その日まで賃金を支給する。
３　職員が死亡したときは、その日まで賃金を支給する。
（賃金の計算方法）

第24条　所定労働時間の全部又は一部を労働しなかった場合においては、その時間に対する賃金は支給しない。ただし、本規則で別に定める場合においては、その規定による。

２　前項の場合において、不就労時間の計算は、当該賃金締切期間の末日において計算し、30分未満は切り捨てるものとする。

３　賃金締切期間の中途において採用または退職した者の当該賃金締切期間の賃金は、勤務した時間に対して支給する。
（賃金の減額）
第25条　正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて、会長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務時間１時間当たりの賃金の額を減額して賃金を支給する。
２　前項の勤務しなかった時間の計算方法は、その月の1日から末日までの期間において、勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

３　第１項の減額すべき賃金が、離職により基本給から差し引くことができないときは、その他未支給の賃金から差し引くことができる。

（賃金の支払日）

第26条　賃金の支払日は、その月の20日とする。ただし、支払日が休日・日曜日・土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日・日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

２　減額すべき賃金は、当月分を翌月の基本給の支給日の賃金から差し引くものとする。減額すべき賃金額が賃金から差し引くことができないときは、その他の未支給の賃金から差し引くことができる。

（賃金の支払方法）

第27条　賃金は全額通貨で、明細書を添えて直接本人に支払う。ただし、職員の過半数を代表する者との書面による協定をした場合には、本人の書面による申し出により、本人が指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むこととする。

２　税金、社会保険料等法令で定められたもののほか、職員の過半数を代表する者と書面による協定をした場合は、協定書により記載したものを控除することができる。

（争議中の賃金）

第28条　争議行為により労働しなかった場合においては、その時間に対する賃金は支給しない。

（休暇等の賃金）

第29条　年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。

２　産前産後の休業期間、母性管理のための休暇、育児・介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、その期間中の賃金は支給しない。

３　慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する。

４　職員就業規則第9条1項第1号、第2号及び第3号に該当し、休職したときは、その休職期間中の賃金は支給しない。

５　職員就業規則第9条1項第4号に該当し、休職したときは、賃金のそれぞれの50/100以内を支給する。

６　業務上の事由又は通勤により、負傷し、疾病にかかり、休職したときは、その期間中の賃金は支給しない。

７　特別休暇である公民休暇及び証人休暇の休暇期間中は、賃金を支給しない。

（欠勤等の扱い）

第30条　欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当りの賃金に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。

（昇給)
第31条　臨時職員の昇給は、勤務内容、出勤状況等を勘案して昇給させることができる。ただし、本会の業績が著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合は、昇給の時期を変更し、又は昇給を行わないことがある。
（期末手当)

第32条　期末手当は6月1日及び12月1日（以下この条においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職し、次の各号に該当する臨時職員に対し、業績及びその者の勤務成績を考慮したうえで、それぞれ基準日に属する月の会長が定める日に支給する。
　 （１）　雇用された日から引続き３月を経過していること。

　 （２）　基準日前３月の平均勤務日数が15日以上あること。

２　期末手当の額は期末手当基礎額（基本給月額）に、6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合と第４項に規定する業績及び勤務成績による割合を乗じて得た額とする。
	在　職　期　間
	割　　合

	6月
	100／100

	5月以上6月未満
	80／100

	3月以上5月未満
	60／100

	3月未満
	０


３　第2項に規定する在職期間は職員として在職した期間とし、その算定については次に定める期間を除算する。

（１）産前産後の休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業等規則に基づく休暇期間、育児時間、生理日の休暇期間。

（２）第18条の規定により賃金を減額された期間。

（３）休職していた期間並びに臨時・嘱託職員就業規則第24条の特別休暇期間、臨時・嘱託職員就業規則第25条の業務上の傷病休暇期間。

（４）懲戒により出勤停止にされていた期間の全期間。

（５）期末手当基準日前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらずその全期間。

４　業績及び勤務成績による割合は100分の50以上100分の160以下の範囲とする。

５　本会の業績が著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合は、期末手当を支給しないことがある。
第２章　退　職　金

（適用範囲)
第33条　臨時職員が在職1年以上で退職した場合には、その者（死亡による場合は、その遺族）に退職金を支給する。ただし、懲戒解雇された場合は支給しない。
（掛金)

第34条　退職金の掛金は、本会が負担し、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に納付する。
（支給額）

第35条　退職金の額は、社会福祉施設職員等退職手当共済法により計算された額を支給する。
第３章　　その他
（私有自動車維持費）

第36条　ホームヘルパー等であって、日常業務に自動車の使用を必要とする者が、私有自動車を業務に提供する場合は、次の額を私有自動車維持費として支給する。

　 （１）　私有自動車維持費（燃料代含む）・・・・・・1日当たり２００円

（介護職員処遇改善加算に基づく一時金）

第37条　介護職員処遇改善加算に基づく一時金は、別紙1の支給規程のとおり支給する。
(介護職員等特定処遇改善加算に基づく一時金)

第38条　介護職員等特定処遇改善加算に基づく一時金は、別紙2の支給規程のとおり支給する。
(介護職員等ベースアップ等支援加算に基づく手当)

第39条　介護職員等ベースアップ等支援加算に基づく手当は、別紙3の支給規程のとおり支給する。
(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に基づく手当)

第40条　福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に基づく手当は、別紙4の支給規程のとおり支給する。
（その他）

第41条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附　　則
1　この規程は、平成16年11月1日から施行する。

附　　則

1　この規程は、平成21年4月1日から施行する。（一部改正）

附　　則

1　この規則は、平成25年7月22日から施行し、平成25年2月1日より適用する。

（一部改正）

附　　則

1　この規程は、平成28年4月1日から施行する。（一部改正）

附　　則

1　この規程は、平成29年4月1日から施行する。（一部改正）
附　　則

1　この規程は、平成29年10月1日から施行する。（一部改正）
附　　則

1　この規程は、平成30年4月1日から施行する。（一部改正）
　附　 則
1　この規則は、令和３年３月１８日から施行し、令和２年４月１日から適用する。　（一部改正）

附　 則
1　この規則は、令和３年４月1日から施行する。（一部改正）
       附   則
1　この規則は、令和４年６月１３日から施行し、令和４年２月１日から適用する。（一部改正）
       附   則
1　この規則は、令和４年１０月１日から施行する。（一部改正）
       附   則
1　この規則は、令和５年４月１日から施行する。（一部改正）
附   則
1 この規則は、令和６年１０月１日から施行する。（一部改正）
附   則
1　この規則、令和7年12月1日から施行する。
別表第１（第３条関係）
	号給
	基準給料額
	号給
	基準給料額

	1
	円
161,800
	19
	円
201,400

	2
	162,900
	20
	203,000

	3
	165,400
	21
	204,500

	4
	167,900
	22
	205,700

	5
	170,400
	23
	206,700

	6
	172,900
	24
	207,500

	7
	175,400
	25
	208,000

	8
	177,800
	26
	208,200

	9
	180,200
	27
	208,300

	10
	182,600
	28
	208,400

	11
	184,900
	29
	208,500

	12
	187,200
	30
	208,600

	13
	189,500
	31
	209,700

	14
	191,700
	32
	211,600

	15
	193,900
	33
	213,200

	16
	195,900
	34
	215,100

	17
	197,900
	35
	216,500

	18
	199,700
	
	


別表第２（第９条第２項、第５項関係）
資格手当表

	資格手当支給範囲
	資格手当の額

	社会福祉士

精神保健福祉士

介護福祉士

健康運動実践指導者

保健師

看護師

保育士

栄養士

理学療法士・作業療法士

大型免許取得者
衛生管理者
	５，０００円

	介護支援専門員
	１０，０００円

	主任介護支援専門員
	１２，０００円


　ただし、重複しての支給は行わない。

別表第３（第10条関係）

	区　　分
	実施時間
	日直手当額

	施設開館日
	８：３０～１７：１５
	5，０００円

	施設閉館日
	８：１５～１９：００
	６，０００円


介護職員に対する処遇改善加算金の支給に関する規程　別紙1
（目的）
第１条 この規程は、社会福祉法人西条市社会福祉協議会（以下「法人」 という。）給与規程に規定する給与とは別に、厚生労働省が創設した介護職員処遇改善加算制度（以下「処遇改善加算制度」 という。） に基づき法人の介護職員に対し支給する介護職員処遇改善加算金（以下「処遇改善加算金」 という。） について必要な事項を定めるものとする。
（支給対象者）
第２条 法人の常用職員または有期契約職員の別を問わず、 厚生労働省の定める処遇改善加算制度の対象職種職員に対し、 処遇改善加算金を支給する。
（支給額）
第３条 処遇改善加算金の支給額は、処遇改善加算制度による配分ルールに基づき加算見込額の範囲内において、常用職員又は有期契約職員の別に会長が定める額とする。
（支給）
第４条 処遇改善加算金の支給は、手当（一時金）として給与とは別に支給する。
（在籍の限定）
第５条　処遇改善加算金は、支給年度の３月末に在籍していない者については、支給しない。
（昇給）
第６条 昇給は賃金規則等の通り定める。
（その他）
第７条  この規程は、処遇改善加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。
介護職員等特定処遇改善加算金の支給に関する規程　別紙2
（目的）
第１条 この規程は、社会福祉法人西条市社会福祉協議会（以下「法人」 という。）給与規程に規定する給与とは別に、厚生労働省が創設した介護職員等特定処遇改善加算制度（以下「特定加算制度」 という。） に基づき法人の介護職員等に対し支給する特定処遇改善加算金（以下「特定加算金」 という。） について必要な事項を定めるものとする。
（支給対象者）
第２条 法人の常用職員または有期契約職員の別を問わず、厚生労働省の定める介護職員等特定処遇改善加算金の支給対象職員であり、法人において、Ａ：経験・技能のある介護職員、Ｂ：その他の介護職員、Ｃ：その他の職種（生活相談員、看護師等）のグループに分かれる。
（支給額）
第３条 特定加算金の支給額は、特定加算制度による配分ルールに基づき、加算見込額の範囲内において、会長 が定める額とする。
（支給）
第４条 特定加算金の支給は、年１回、手当（一時金）として給与とは別に支給する。
（在籍の限定）
第５条 特定加算金は、支給年度の３月末に在籍していない者については、支給しない。
（経験・技能のある介護職員の基準設定）
第６条 経験・技能のある介護職員の基準設定の考え方は、法人において勤務10年以上の介護福祉士とする。
（その他）
第7条  この規程は、特定加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。
介護職員等ベースアップ等支援加算の支給に関する規程　別紙3
（目的）　
第1条 この規程は、社会福祉法人西条市社会福祉協議会（以下「法人」という。）臨時職員賃金規則に規定する賃金とは別に、厚生労働省が創設した介護職員等ベースアップ等支援加算に関する制度（以下「ベースアップ等加算制度」という。）に基づき法人の介護職員等に対し支給する介護職員等ベースアップ等支援加算（以下「ベースアップ等加算」という。）について必要な事項を定めるものとする。
（支給対象者）
第２条　法人の常用職員は、厚生労働省の定めるベースアップ等加算制度の対象職種職員に対し、支給する。
（支給額）
第３条　支給額は、ベースアップ等加算制度に基づき、会長が定める額とする。
２　支給額は、ベースアップ等加算の交付見込額の変動が予想されることから、適時見直しを行い調整することができる。
（支給）
第４条　ベースアップ等加算の支給は、給与支給時に介護支援手当として支給する。
（休業、在籍の限定）
第５条　ベースアップ等加算は、支給該当月の月末において、休業申し出をしている者及び在籍していない者については、支給しない。
（その他）
第６条　この規程は、ベースアップ等加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の支給に関する規程　別紙4
（目的）　
第１条　この規程は、社会福祉法人西条市社会福祉協議会（以下「法人」という。）臨時職員賃金規則に規定する賃金とは別に、厚生労働省が創設した福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する制度（以下「ベースアップ等加算制度」という。）に基づき法人の介護職員等に対し支給する福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（以下「ベースアップ等加算」という。）について必要な事項を定めるものとする。
（支給対象者）
第２条　法人の常用職員は、厚生労働省の定めるベースアップ等加算制度の対象職種職員に対し、支給する。
（支給額）
第３条　支給額は、ベースアップ等加算制度に基づき、会長が定める額とする。
２　支給額は、ベースアップ等加算の交付見込額の変動が予想されることから、適時見直しを行い調整することができる。
（支給）
第４条　ベースアップ等加算の支給は、給与支給時に障害支援手当として支給する。
（休業、在籍の限定）
第５条　ベースアップ等加算は、支給該当月の月末において休業申し出をしている者及び在籍していない者については、支給しない。
（その他）
第６条　この規程は、ベースアップ等加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。
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